
 

Personal Body Management株式会社 行動計画 

 策定日 令和１年８月 1日 

 

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和１年８月 1日～令和６年７月 3１日までの５年間 

 

２．内容 (以下の通り) 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和１年７月～ 社員との面談を開始し、男女ともに活用できるように制度内容の説

明会をもつ。 

 ●令和 1年 8月～ 令和 1年 7月 1日改定の育児・介護休業規程の改善箇所について 

          の周知をはかり、社員が仕事と子育ての両立が図れるようにする。 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和１年８月～ 社員のニーズの把握をはかる 

 ●令和 2年度～  管理職研修及び社内ミーティングなどによる社員への周知 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●令和３年度～５年度 地域貢献活動の実態調査 

 ●令和 5年度～6年度 地域の関係機関、学校等との連携について検討を開始する 

 

目標２：令和５年～6年度までに、男性が育児休業や育児目的休暇の取得が可能と

なるように、制度の周知と活用をはかる。 

 

 

目標３：地域において子どもの健全な育成のための活動等を行う NPO 等への社員

の参加を支援するなど、子ども子育てに関する地域貢献活動の実施。  

  

 

 

目標１：育児休業等の制度や行動計画についてホームページに公表し、社内ミーテ

ィング等で内容の説明や質疑を行う中で、制度を男女ともに活用できるよ

うに周知をはかる。 

 


